
 
 
 
 

平成２７年度の手続きの資料を同封します。 
① 公園愛護会現況届               ④口座振替払依頼書の記入方法について  
② 公園愛護会長等変更届                      ⑤返信用封筒 
③ 公園愛護会口座振替払依頼書    

※ 返信用封筒には切手を貼って、お送りいただきます様よろしくお願いします。 
公園愛護会通信 53 号と共に平成 27 年度の各種手続きの用紙をお送りします。申し込みの記載に関してご不明な点があ

りましたら、鶴見土木事務所までご連絡ください。物品支援と技術支援の申し込みありがとうございました。 
また公園愛護会物品お届け先確認書を別途郵便でお送りします。今年度、技術支援は通年スケジュールを組みます。堆肥

置場、花壇作成、中低木剪定講習、草刈機の講習などの実施日程は申し込まれた愛護会に直接ご連絡します。 
 

公園愛護会等コーディネーターからのお知らせ 

鶴 見 区 公 園 愛 護 会 通 信 む さ しvol.１３ 2015春  

Ｖｏｌ．１３ ２０１５               鶴見土木事務所 所在地 
発行年月日 ２０１５．３．２            〒２３０－００５１ 
発行者   鶴見土木事務所   下水道・公園係   横浜市鶴見区鶴見中央３－２８－１ 
      公園愛護会等コーディネーター 河野   ℡０４５（５１０）１６７３～１６７４ 

 

 

http://www.city.yokohama.lg.jp/tsurumi/life/town/doboku/aigokainews.html 
（鶴見区版公園愛護会通信 むさし バックナンバー URL）です。ご覧ください。 

剪定は・・・ 
形を整形する目的で、不要な枝葉の除去や刈

り込みを行います。通風や採光を樹木が取り

入れやすくなり樹勢の維持を図れます。 

枝が混んで多すぎるものを減らす間引きをします。 

枝は放射状に成長するので、方向の悪い枝をすかす剪定をします 

葉と枝の付き方の違いをよくみて枝を選び、剪定をします。 

樹の種類に適した剪定 
落葉樹⇒落葉したあとの休眠期

(10 月～11 月) 
常緑樹⇒新芽が伸び終わった後

(6 月～7 月)と生長が休止する時

期(9 月～10 月) 
針葉樹⇒芽が出る前(3 月～4 月)
や冬の前(10 月～11 月) 

樹木（高木）の管理は原則として横浜市が実施します。 
〇樹木の健全な生長を助けるために剪定等を 
 行います。 
〇利用者や歩行者の邪魔になるような低い枝 
 (下枝)はできるだけ撤去します。園路(通路)  
 では傘をさしてぶつからない程度の高さが目安  
  です。 
〇民地への越境枝、建物や施設に接触する枝（支障 
 枝）は撤去します。 

公園の遊具には一定の耐久年数があ

り、老朽化した遊具は交換しています。

遊具が交換されると公園が喜んでいる

みたい♡次号には全体整備 

した公園を紹介します。 
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